
 

議案第５１号 

市道路線の認定について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、市道の路線

を次のように認定する。 

整理

番号 
路 線 名 

起     点 重要な 

経過地 終     点 

１ ９４０号線 
幸手市南３丁目３３８６－２地先から  

幸手市南３丁目３３８６－１地先まで 

２ ９４１号線 
幸手市中１丁目４３４２－１９地先から  

幸手市中１丁目４３４２－２１地先まで 

３ ９４２号線 
幸手市大字下川崎６８３－１０地先から  

幸手市大字下川崎６８３－６地先まで 

４ ４１２０号線 
幸手市大字上高野１９８８－１０地先から  

幸手市大字上高野１９８９－３地先まで 

５ ４１２１号線 
幸手市大字上高野１６０３－３地先から  

幸手市大字上高野１６０３－１０地先まで 

６ ４１２２号線 
幸手市大字西関宿１２１－１地先から  

幸手市大字西関宿８２－１地先まで 

 

令和５年８月２５日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

区画整理事業により築造された道路、開発行為により築造され市に帰属された道

路及び江戸川堤防強化対策事業により築造された道路を市道路線として認定するた

め、この案を提出するものである。 


